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関係法令有害業務に係るもの
問１ 【２】

酸素欠乏危険場所の作業は特定の有害物にさらされるものでないので、特殊健康診断の規程は定め

られていない。

問２ 【１】

特定粉じん作業の作業環境測定は、６以内ごとに１回環境測定しなければならない。

問３ 【１】

（１）は、酸素欠乏危険場所に指定されており、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要である。

問４ 【４】

作業主任者は第三種有機溶剤取り扱う屋内作業場でも選任しなければならない。

問５ 【２】

酸素濃度と硫化水素濃度の測定が必要である。亜硫酸ガスの濃度は必要でない。

問６ 【５】

硫酸は特定化学物質の第三類であるが、排液については用後処理の規程が定められており、この排

液処理装置は１年以内ごとに定期自主検査をしなければならない。

問７ 【４】

この作業は、ダイオキシンが発生する可能性があるため作業に従事することとなった者には特別の

教育をしなければならない。

問８ 【２】

電離放射線業務と高圧業務の作業主任者は免許制度である。潜水士は個々に免許が必要である。

問９ 【２】

シアン化水素は窒息生ガスで特定化学物質第二類に指定されているが、がん性物質等が主な特別管

理物質には指定されておらず、健康管理手帳の交付対象にもされていない。

問１０【４】

労働基準法施行規則第１８条各号に列記されている業務は、法定有害業務として時間外労働２時間を

超えることはできない。病原体によって汚染された物を取り扱う業務は該当業務ではない。

労働衛生有害業務に係るもの
問１１【２】

（１）内耳の蝸牛が損傷することで発症する。

（３）高温環境下では皮膚の血管が拡張することにより、血液が皮膚に溜まりることにより脳への

血流が悪くなり発生する。

（４）凍瘡（しもやけ）は０℃以上の寒冷によって発生する。

（５）酸素ではなく大気中に一番多い窒素によって発生する。

問１２【３】

電光線眼炎は紫外線ばく露で起こる。赤外線での眼障害は白内障である。

問１３【１】

ここの記述の障害を発生させるのは、ベンゼンである。二硫化炭素は、脳血管の障害がある。



問１４【５】

Ｂ測定で管理濃度を超えても第二管理区分になることもある。ただし、管理濃度の１.５倍

を超えれば、必ず第三管理区分になる。

問１５【１】

一酸化炭素は、物が不完全燃焼したときに必ず発生するが、完全燃焼すれば二酸化炭素が発生する。

問１６【４】

有機溶剤はばく露を受けても３～４日で体外に出て体に残らないため、尿の採取時期は厳重にチェ

ックが必要で、逆に鉛は約１０年の半減期であるので、鉛健康診断のでは任意採取時期でよい。

問１７【２】

（１）すべての作業環境で生じる状況は網羅されておらず、一定の内容でと書式で記載されてい

る。

（３）容器にも成分、有害性、危険性の表示が必要である。

（４）①爆発性②高圧ガス③引火性④可燃性⑤自然発火性⑥禁水性⑦酸化性⑧急性毒性⑨腐

食・刺激性⑩特性有害性が対象である。

（５）労働者の安全ためがいつでも利用及び見られる場所に置いておかなければならない。

問１８【３】

一番は有害物を使用しないことである。その次が使用しても人が完全にばく露されないよう

にすることである。三番目はばく露をできるだけ少なくする方法をとることである。全体

換気装置ではばく露を避けることはできないので四番目になる。

問１９【４】

（１）ヒューム微粒子でも固体であり、防じんマスクでも一定の効果はある。

（２）面体が変形する可能性があり、機能に障害が生じるようなことはしてはならない。

（３）防毒マスクの固定は後頭部で行う。耳では固定できない。

（５）吸収缶は単一のガスしか適応できない。ガスが特定できない場合は、使用できない。

問２０【１】

（２）レシーバ式キャノピー型のことである。（３）は離れれば風速は減少する。（４）ダクトの

断面積が大きくなれば圧力損失は減少する。（５）排風機は清浄後のクリーンな空気を送風する。

関係法令有害業務に係るもの以外
問２１【１】

雇い入時の健康診断は、３か月を経過しない健康診断の結果を証明すれば、その健康診断の項目に

相当するところは省略することができる。体の細胞が３か月程度で変わっており、これ未満であれ

ば体の大きな変化は生じないとの考えに基づき、既に済ましているとの解釈で省略が認められる。

問２２【４】

病院（医療業）は、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者又は医師等のうちから衛生管理者を選

任しなければならない。第二種衛生管理者免許では、職務者に付くことはできない。

問２３【４】

総括安全衛生管理者は、事業の実施を総括管理する者と限定されているが、 衛生委員会の議長は

事業の実施を総括管理するものまたは準ずる者でもよい。

問２４【５】

常時床面積の１／２０以上開口部あれば換気設備を設けなくてもよく、１／１５は１／２０より大

きくなるので合法である。



問２５【１】

派遣労働者が派遣先で被災した場合は、派遣先の事業者は労働者死傷病報告書を所轄の労働基準監督

署長に届けると共に、その写しを派遣元に送付しなければならない。派遣元の事業者はその写しを受

け取れば自社の管轄する労働基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出しなければならない。

問２６【４】

同意書でなく意見書でよい。就業規則は労働条件を定めるもので、これに関しては強行法規である労

働基準法を始めとして、労働条件の最低保障がなされており、法に反する就業規則の定めは無効にな

るからである。

問２７【５】

（１）災害事等の場合は協定化されていなくても、必要の限度で時間外労働及び休日労働が認められ

ている。

（２）事業場を異にする場合でも労働時間を通算しなければならない。

（３）労働時間が８時間を超える場合は少なくても１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれ

ばならない。

（４）清算期間は、１か月以内にしなければならない。

労働衛生有害業務に係るもの以外
問２８【２】

喫煙室及び喫煙コーナーの換気の優先順位は、①局所排気装置②換気扇③循環方式の空気清浄装置で

ある。

問２９【１】

換気設備の改善等の工学的な対策で、作業環境を良好な状態に維持する労働衛生管理は、作業環境管理

である。作業管理とは、作業やり方等で、たとえばＶＤＴ作業であれば、連続作業時間が１時間を超え

ないようにし、１０分から１５分の休憩時間を取るようにすることである。

問３０【２】

Ｂ 実効温度を求める場合は、気流の測定が必要になる。

Ｄ 高温作業場での作業強度の評価として用いられている。これには輻射熱の測定が必要

で、黒球温度計がなければ求めることができない。

問３１【３】

ディスプレイ画面の上端の高さは、顔が上がらないように画面の上端が目の高さの平行かやや下ぐら

いにしなければならない。

問３２【１】

我々は大気の空気酸素約２１％、二酸化炭素約００３％を含む空気を吸い、呼出するときは二酸化炭

素約４％になっている。密室で人が呼吸することで酸素濃度低下、二酸化炭素濃度が上昇する。二酸

化炭素が０１％まで悪化したとして想定して必要換気量を求める。換気しても二酸化炭素は０％にな

らない。外気の二酸化炭素濃度にまで下がるだけで、この緩和される％で全員が呼出した二酸化炭素

量を消してしまう。要するに緩和される二酸化炭素濃度＝全員が呼出した二酸化炭素量である。だか

ら全員が呼出した二酸化炭素量を緩和される二酸化炭素濃度で割れば、全体の換気量が求められる。

問３３【５】

ＡＥＤ１回と心肺蘇生２分を組み合わせて行う。

問３４【１】

（２）不完全骨折である。(３）動かしてはいけない。（４）おれた部位の両関節を超えて当てなけれ

ばならない。(５）硬い板の上にのせて搬送しなければならない。



労 働 生 理
問３５【３】

胸郭内容積が増すと、その内圧は低くなり、肺はその弾性により拡張する。これが吸気である。

問３６【１】

心筋は不随意筋であり構造は、内臓筋であるが骨格筋と同じ横紋筋で作られている。

問３７【５】

筋肉中のグリコーゲンは酸素が十分与えられるとＡＴＰ（アデノ三リン酸）まで分解されて、我々の

生体活動のエネルギーになるが、酸素が不足すると乳酸にとなり疲労の原因物質との説がある。

問３８【２】

（１）冷感が休息に表れ、温感が徐々に現れる。感覚点の密度の差である。

（３）遠視眼のことである。

（４）錐状体が色を感じ、杆状体が明暗である。

（５）嗅覚は鋭敏であるが、疲労しやすく慣れの現象が起こる。

問３９【３】

体性神経には、情報を中枢に伝える知覚神経と、その情報を元に判断し運動さす運動神経からなる。

自律神経は我々がコントロールできない不随意筋に分布しており、生命維持に必要な循環、呼吸、体

温調節などを司っている。

問４０【５】

（１）白血球のことである。

（２）白血球のことである。

（３）血漿中の蛋白質であるフィブリノーゲンが、けが等で体外に出た血小板の酵素によりフィブ

リンに変化し凝集し止血する作用である。

（４）ヘマトクリット値は、血液中に赤血球が何％含まれているかを表すもので、貧血検査と

呼ばれている。

問４１【３】

尿素窒素は老廃物で、腎機能が低下すると排泄できなくなり、血液中に増えてくる。腎臓の重要な機

能検査項目である。

問４２【５】

無機塩、ビタミン類はこのまま体に必要なもので役立つものであるから、分解の必要性はない。

問４３【３】

（１）エネルギー代謝率は、作業に要した総消費エネルギー量から安静時の消費エネルギー量引き基

礎代謝量で割ったものである。

（２）（１）の通りである。

（４）ただじっと座っているいるとき（安静時）のエネルギーの消費量は、代謝率の計算にお

いては控除するので、この状態の代謝率は０になる。消費エネルギー量は基礎代謝量の

１.２倍になるが作業強度を表す代謝率ではない。

（５）相対的率であるので、大きな差が生じない。だから指標として使用できる。

問４４【３】

（１）内臓ではなく、体表面である。

（２）血管は収縮して血流量を減らし、血液を冷やされないようにして体温を温存する。

（４）不感蒸泄（ふかんじょうせつ）は全放熱量の約２５％である。

（５）恒常性という。


